
みっきぃナビ

小
型
特
殊
自
動
車
は
ナ
ン
バ
ー
登
録
が
必
要

　
農
場
、
工
場
、
工
事
現
場
な
ど
で
の
み
使
用
さ
れ
、
道
路
に
お
い
て
運
行
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
も
、
乗
用
装
置
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
は
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、

ナ
ン
バ
ー
登
録
が
必
要
で
す
。

　
手
続
き
の
際
は
、
所
有
者
・
使
用
者
の
印
鑑
、
販
売
（
ま
た
は
譲
渡
）

証
明
書
な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
っ

て
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
・
（市）
税
務
課
　
管
理
係

・
（市）
吉
川
支
所
　
市
民
生
活
課

個
人
事
業
税
の
納
税

　
個
人
事
業
税
は
所
得
・
住
民
税
と
は
別
に
個

人
で
事
業
を
行
う
方
に
か
か
る
税
で
す
。
最
寄

り
の
銀
行
・
郵
便
局
な
ど
の
金
融
機
関
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
制
度
も
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

　
県
で
は
、
第
２
期
分
の
納
付
書
を
第
１
期
分

の
納
税
通
知
書
と
合
わ
せ
て
送
付
し
て
い
ま
す
。

▼
納
付
期
限
　

　
第
１
期
分
　
８
月
３１
日
（金）

　
第
２
期
分
　
１１
月
３０
日
（金）

■問
（県）
加
東
県
税
事
務
所

　
　

　0
7
9
5
―

4
2
―
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三木税務署からのお知らせ
▼消費税及び地方消費税（個人事業者）の中間申告と納付
　個人事業者の方で、平成２９年分の確定消費税額（地方消費税額は含まない）が
４８万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
▼申告・納付期限　８月３１日（金）
▼振替納税利用時の振替日　９月２７日（木）
　詳細は、国税庁ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ）
または税務署で確認してください。
■問三木税務署　　82－0501

・
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
　

・
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ

・
タ
イ
ヤ
ロ
ー
ラ

・
ロ
ー
ド
ロ
ー
ラ
　
・
グ
レ
ー
ダ
　

・
ロ
ー
ド
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
　
な
ど

・
農
耕
ト
ラ
ク
タ
ー
　

・
農
業
用
薬
剤
散
布
車

・
刈
取
脱
穀
作
業
車
　
・
田
植
機
　
な
ど

長
さ
４．
７
ｍ
、

幅
１．
７
ｍ
、

高
さ
２．
８
ｍ
以
下
で

最
高
速
度
１５　
ｋｍ
／
ｈ
以
下

最
高
速
度
３５　
ｋｍ
／
ｈ
未
満

５，
９
０
０
円

２，
４
０
０
円

構
造
・
原
動
機

最
高
速
度
・
大
き
さ

年
税
額

　
市
で
は
、
中
小
企
業
が
特
許
権
な
ど
を
取
得
す
る
際

に
負
担
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
）

・
市
内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ
り
、
引
き
続
き
１
年
以

上
事
業
を
営
ん
で
い
る

・
特
許
な
ど
の
出
願
内
容
が
産
業
振
興
に
寄
与
す
る

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

▼
対
象
と
な
る
権
利

　
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権

▼
対
象
範
囲
　
国
内
・
国
際
出
願

▼
対
象
経
費

　
出
願
手
数
料
、
弁
理
士
な
ど
に
支
払
う
手
数
料
、
図

面
作
成
費
、
翻
訳
料
、
外
国
通
信
費

▼
補
助
率

　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
（
上
限
１５
万
円
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
交
付
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
）

・
出
願
に
係
る
書
類
の
写
し
と
出
願
が
受
理
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
書
類

・
対
象
経
費
の
明
細
書
と
領
収
書
の
写
し

▼
申
請
方
法

　
出
願
を
行
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
に
市
役
所
２
階
商

工
振
興
課
に
申
請
（
持
参
の
み
）
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
商
工
振
興
課
　
商
工
振
興
係

若
年
者
を
新
た
に
雇
用
す
る
事
業
所
を
支
援

特
許
・
実
用
新
案
・
意
匠
権
の

取
得
を
支
援

▼
対
象
事
業
者
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
事
業
者
）

・
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
市
内
に
主
た
る
事
業
所
が
あ

る
個
人
ま
た
は
法
人
で
、
１
年
以
上
市
内
で
事
業
を

営
ん
で
い
る

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

・
対
象
若
年
者
を
新
た
に
正
規
雇
用
し
て
い
る

▼
雇
用
す
る
若
年
者
の
要
件
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す

　
方
）

・
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
雇
入
れ
開
始
日
に
お
い
て
４０

歳
未
満

・
雇
入
れ
の
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
し
、
次
年
度
も
引

き
続
き
正
規
雇
用
見
込
み

▼
助
成
限
度
額

　
１
事
業
所
あ
た
り
５０
万
円
（
１
人
あ
た
り
１０
万
円
）

▼
申
請
期
間
　
雇
入
れ
の
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
し
た

日
か
ら
３
カ
月
以
内

▼
申
請
方
法
　
必
要
書
類
を
市
役
所
２
階
商
工
振
興
課

に
持
参
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
雇
用
契
約
書
ま
た
は
雇
入
れ
通
知
書
な
ど
の
写
し

・
住
民
票
の
写
し

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
等
確
認
書
の
写
し

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
商
工
振
興
課
　
商
工
振
興
係

　
若
年
者
の
正
規
雇
用
に
積
極
的
に
取
り
組
む
市
内
事
業
所
を
支
援
し
、
若
年

者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
若
年
者
雇
用
促
進
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

市
内
中
小
企
業
の
先
端
設
備
等
導
入
を
支
援

▼
対
象
設
備

　
機
械
装
置
、
測
定
工
具
お
よ
び
検
査
工
具
、
器
具
備

品
、
建
物
附
属
設
備

▼
申
請
方
法

　
必
要
書
類
を
持
参
し
、
市
役
所
２
階
商
工
振
興
課
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
中
小
企
業
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
の
相
談
、
助
言
、
書
類
の
確
認
な
ど
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　
対
象
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る

か
（市）
商
工
振
興
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■問
・
■申
■請
（市）
商
工
振
興
課
　
商
工
振
興
係

　
認
定
を
受
け
た
市
内
の
中
小
企
業
は
、
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を

３
年
間
ゼ
ロ
と
す
る
特
例
や
国
の
補
助
金
の
優
先
採
択
な
ど
の
支
援
措
置
を
活
用
で
き
ま

す
。

こちらからホームページを
ご覧いただけます


